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安城ロータリークラブ 第 2709 回例会

例会日：毎週金曜日

例会場：碧海信用金庫本店 3F

安城市御幸本町 15-1

TEL：0566-75-8866

FAX：0566-74-5678

Email：anjo-rc19580206@katch.ne.jp

HP：http://www.anjo-rc.org

週報
【 No.568 2012/11 第 2例会 】

■会長挨拶

ＩＭ副実行委員長 石川晴久君（碧南ＲＣ）

」

長報告》

１１月３日＞

15 回ロータリー杯争奪ＲＣＣ少年野球大会

岡崎中央総合公園球技場

加賀昭成君文部科学省生涯スポーツ功労者表彰

11 月 5 日＞

城南ライオンズクラブ 45 周年記念式典

ホテルグランドティアラ安城

１１月７日＞

災地支援炊き出し予行演習
クラブテーマ

Pease Through Service 「奉仕を通じて 平和を
■会長：大見 宏

■幹事：石川 義典

■クラブ会報：成田孝則・松本隆利・青山竜也

■創立日：Ｓ33 年 1 月 10 日

■RI 加盟認証日：Ｓ33 年 2 月 6 日

親睦から奉仕へ。そして奉仕を通じて平和を。
2012 年 11 月 9 日(金) 12:30〜13:30 

司会者：加藤英明君

ソング：手にてつないで・四つのテスト斉唱

ゲスト：愛知県安城警察署生活安全課少年係警部補 柴田茂幸様

安城市教育委員会生涯学習部生涯学習課

文化振興係専門主査 峯村敏様

ビジター：ＩＭ実行委員長 森田英治君（碧南ＲＣ）
2012-2013 年度 RI テーマ
大見宏 会長

祝賀会

mailto:anjo-rc19580206@katch.ne.jp
http://www.anjo-rc.org/


＜安美展ロータリー賞 賛助金の贈呈＞

安城市教育委員会生涯学習部生涯学習課文化振興係専門主査 峯村敏様

安美展のご紹介、市で開催します安美展ですが、安城ＲＣ様より協賛金を頂いております。ありがとうございます。

安城市教育委員会文化協会合同で行いますが、今年で６９回を迎えます。日本画、邦画、書、写真、工芸・彫塑の５部門で

開催します。昭和２１年に文化協会主催で第１回が開催され、市内では歴史ある美術展となっております。今年の審査員を

含めた応募件数は479点でした。一般公募が390点その中から入選数が334点でした。平成 15年の秋から市民ギャラリー

がオープンしまして、平成 16 年から安城ＲＣ様より協賛金を頂いております。すぐれた作家の作品の中から特別賞として安

城ＲＣ賞と指せて頂いております。今年度の審査の結果、書で中井さんの作品に決定しました。今後も継続的にご尽力いた

だきます様お願い申し上げます。

＜ＩＭ実行委員長 森田英治君 ＩＭのＰＲ＞

ＩＭ開催日時：2013 年 2 月 16 日（土） 会場：衣浦グランドホテル

式典：15：00～15：20

講演：15：30～17：00

懇親会：17：30～19：00

講師：駒井邦夫氏

演題：「茶屋文化 伝承の内側」

～京都・金沢～

懇親会は、芸妓文化は話しだけではいかんので、

皆様方に宴会を楽しんで頂こうと京都祇園から

舞妓さんを 11 名、芸子さん 4 名の合計 15 名

お呼びしております。非常に楽しい宴会になろう

かと思います。皆様をお迎えする準備万端整え

ております。会場が少し狭いと思いますのでご

了承くださいませ。皆様のご参加をお待ちしております。
《老若男女の法律豆知識その⑦》

「相続人が誰もいないとき、遺産はどうなるか」

相続人の不存在

民法９５１条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とする。

民法９５２条 前条の場合、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産管理人を選任しなければ

ならない。

民法第９５８条の３

相続人として権利を主張する者がないとき、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相

続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、相続財産の全部又

は一部を与えることができる。

民法９５９条

前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。

※子供いない、兄弟もいない配偶者もいない（相続人がいない）そういった人が結構見えるようで、私もいくつか経験があり

ますが、最後どうなるかと言いますと、被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた人、被相続人と特別な友好

があった者にその相続財産又は一部を与えることが出来る（特別縁故者）という規定です。こういう人から請求があるとそ
の人がいったいどういう事をしたのか、裁判所が審議をして、いくら
かの遺産を与えることが出来ます。



■幹事報告 石川義典君

＊11/19(月)18：30～ガバナー事務所合同地区大会打ち上げを、「伍味酉 駅前店」４階ＶＩＰルームにて行います。

登録締め切りは11/14、参加費は￥7,000来週例会日に集金いたします。

＊11/30(金)18：30～初寿司にてJAZZ LIVE行います。会費￥7,000。

＊12/23(日)17：00～マリオットアソシアホテル16階タワーズボールルームにてクリスマス家族会を行います。

登録締め切りは11/30、参加費は11/30より集金いたします。

＊2/16（土）碧南RCホストによるインターシティーミーティングの登録、11/30までに講演・懇親会の出欠を記入の上報告を

。 全員登録の為、下期会費と一緒に登録料￥10,000集金いたします。
お願いいたします
■委員会報告

■出席報告 ■ニコボックス報告小野田真代君 神谷明文君

本日のニコボックスメッセージの紹介

式通告を安城 RC 永谷文人ＲＣＣ地区委員長の言葉で第 15 回ロータリー杯争奪 RCC 少年野球大会閉会しました。
会員 59 名

出席義務者 48 名

出席 3２名

欠席 1６名

出席免除者の出席 9 名

出席率 71.93％
修正出席率 10 月 28 日第 2707 回例会

100％
【第 15 回ロータリー杯争奪 RCC 少年野球大会報告 山口 研社会奉仕副委員長】

場所 岡崎中央総合公園 球技場

主催 安城ロータリークラブ・岡崎東ロータリークラブ RCC 委員会： 主管 岡崎軟式野球協会・安城市少年野球連絡会

＜出席者＞

大見宏会長・石川義典幹事・永谷文人ＲＣＣ地区委員長  

山口研社会奉仕副委員長・成田孝則 クラブ会報委員長 

岡崎東ＲＣ：近藤金作ＲＣＣ委員長他関

気温 10℃と一寸肌寒い朝、快晴の中、午前 9：00 に開会式、

岡崎東ロータリークラブ RCC 委員長の開会宣言より始まり

午前 9：30 安城先攻でプレーボール、そして 1 回表 2 点先

制と思う間もなくその裏 2 点取られ同点、回が増すごとに

守備は安定かと思えばエラーなども有り 5 回までは、点

を取ったり取られたり後半少し安城は押され気味でしたが

延長の末引き分けでした。安城選抜の中には,柘植くんは

小柄ですが始めはキャッチャーでしたが途中ではピッチャー

となかなかセンスの良さを感じさせ、少年野球でもピッチャー

坂口くんは110㎞と快速とのことでした将来が楽しみな少年たちでした。閉会式は閉会挨拶を安城RC大見宏会長がされ、閉



ま

【地区大会実行委員会】

地区大会実行委員長 沓名俊裕君

10月 27日・10 月 28 日の地区大会は無事、安城ＲＣの会員の皆様方のご協力によりまして、成功に終了する事が出来

した。まずもって御礼申し上げます「どうもありがとうございました」地区大会にの年賀状も利用して頂ければと思います。

こうひとつ、桜井凧ですが、ＰＧとか特別出席者の皆さんにプレゼントで贈らせて頂きました。なかなか安城にいても桜井

凧を購入するのはなかなか難しくて、手に入らないものでございますが、6 つの凧を用意致しました。これを安城ＲＣに貢

献された皆様方に贈りしたいと思いまして、大先輩方 6 名を選ばせて頂きました。

「記念品としてお受け取りください」

【創立５５周年記念事業東日本大震災復興支援活動行程のご案内】

社会奉仕委員会委員長 石川博君

１１月１０日２０：３０集合

車の中では寝て行けますが、当日は睡眠をよく取って休養して頂きエネルギーを蓄えてきてください。

鈴木福美君 原田慶三郎君

１９６０年入会：在籍５１年・８６歳 １９６８年入会：在籍４３年・７７歳

勝見乙平君 杉浦 實君

１９７１年入会：在籍４１年・８１歳 １９７６年入会：在籍３６年・７５歳

横田秋三朗君 加賀昭成君

１９７７年入会：在籍３４年・７５歳 １９８０年入会：在籍３２年・７４歳



■卓話

卓話者：愛知県安城警察署生活安全課少年係 警部補 柴田茂幸様

覚せい剤などの薬物について

日頃は、薬物乱用対策をはじめ警察業務の各般にわたり、ご支援ご協力を頂き厚くお礼申し上げます

覚せい剤などの薬物についてお話しをさせて頂きます。

薬物の取締につきましては、以前は生活安全部で取締をしていましたが、薬物は暴力団が絡むことが多

年１０月より薬物の取締は刑事部へ移管されました。

ただ未成年の薬物乱用対策については、警察本部少年課少年育成係の薬物乱用防止教室担当が学校

薬物の恐ろしさ等を訴えています。

薬物は分類として

・使用しても所持しても取締り対象となる薬物。

覚せい剤 ⇒ 覚せい剤取締法

大麻 ⇒ 大麻取締法

あへん ⇒ あへん法

コカイン・ヘロイン・ＭＤＭＡ・ＬＳＤ・向精神薬 ⇒ 麻薬及び向精神薬取締法

・生活の道具として使用している薬物

シンナー

・年齢制限がある薬物

煙草・お酒

・日常生活に使用する薬物

医者が処方する薬、薬局で販売している薬

の４種類に分かれます。

平成２３年の愛知県内の薬物事件での検挙人数は１０２０人で違反別に見ると

覚せい剤 ８６７人

大麻 １１０人

あへん 1 人

麻薬及び向精神薬 １６人

麻薬特例法 ２６人

という状況です。

麻薬特例法は、不正行為を助長する行為の防止を図るための法律です。

まず、覚せい剤ですが明治時代に日本人が「喘息の治療薬」として発見されたものと聞いています。

覚せい剤等薬物の乱用については、昭和２９年をピークとする第１次乱用期、平成９年をピークとする第

ました。

愛知県での検挙状況は、ここ数年１，０００人前後の者が薬物により検挙されており、その内の約８０％か

剤により検挙されています。

覚せい剤とは、主に麻王という植物が原料になっていて、形状は主に白色粉末や無色透明の結晶で、

ます。

最近では「ヤーバー」と呼ばれる錠剤型のものもあります。

覚せい剤の事を使用者等は通常「シャブ」「くすり」「Ｓ（エス）」「スピード」等と呼んでいます。

覚せい剤の使用方法は、一般的には水溶液にして注射する方法ですが、アルミホイルに粉末を載せて

う方法や粉末を飲み物に入れて飲む方法、錠剤を飲む方法もあります。

覚せい剤は、神経を興奮させる作用があり、疲労感等がなくなり、頭が冴えたような感じがしますが、効
担当：加藤 弘君

。

いことから平成１７

で講和を実施して

３次乱用期があり

ら９０％が覚せい

無臭で苦味があり

火であぶり煙を吸

果はすぐに消え、



激しい疲労感や倦怠感に襲われます。また、依存性が特に強く、続けると幻覚を見たりします。乱用をやめても長期にわ

たって障害が残る危険性があります。

続いて、大麻ですが、麻科の１年草である大麻草とその製品で「大麻取締法」で規制されています。

大麻には、乾燥大麻（マリファナ）・樹脂等をつぶして固めた大麻樹脂（ハシッシュ・チョコ）があります。

使用方法は、煙を吸う、そのまま食べる、溶液として飲む等がありますが、

通常は乾燥大麻を水パイプなどを使って吸ったりします。

大麻は、気分が快活、陽気になります。

若者に人気がある薬物で、自宅で栽培したりしていることも多く、以前は、大学生などが乱用したことで大きく報道されたこ

とがありました。

薬物を乱用すると中枢神経に作用しますので快感を得られますがその反面効果が切れたとき苦痛が起きます。そのため

一層の効果を求める「依存性」が起こります。また、同じ量では効かなくなる「耐性」も生じます。

初めは好奇心や友人から勧められて始めることが多いようですが、依存性と耐性から悪循環に陥り、自分の意思では止

められなくなります。

薬物の場合は、通常の犯罪より再犯率は高く治療薬はありません。

身体への影響としては、脳の正常な発達を止め、精神のバランスを悪くし、精神と身体の両面を致命的に破壊するもので

す。一時的に快楽はありますが、最終的には精神障害等を引き起こします。

薬物の不正取引の中核は未だ暴力団です。これらがイラン人などと結託して密輸・密売を行っており、暴力団の大きな資

金源となっています。

警察では、薬物問題を治安の根幹に関わる重大な問題ととらえ、今後一層

「供給の遮断」「需要の根絶」を２本柱とし対策を推進しています。

薬物乱用は、防止対策を怠ると、それこそ国を滅ぼしかねない事態になります。

わが国が治安を保つことが出来るのも社会が薬物に対して「徹底した不寛容」を貫いたためです。

乱用者対策は、本人の自覚が一番大きな要素ですが、そのためには取締りと

平行した啓発活動、周囲の人の注意喚起といった運気の熟成が何より必要だと思います。

今後も薬物根絶のためのお力をお貸し頂ければと思います。

加藤 弘君
 柴田茂幸様


